
（7） 平成２５年（２０１３年）１月３０日No.187 町田市議会だより

請請
願願
のの

処処
理理
経経
過過

及及
びび
結結
果果
報報
告告

請願の請願の
審査状況審査状況

　

平
成
二
四
年
第
四
回
定
例
会
に

は
三
件
の
請
願
が
提
出
さ
れ
、
継

続
審
査
と
な
っ
て
い
た
二
件
と
あ

わ
せ
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
結

果
、
三
件
が
不
採
択
、
二
件
が
継

続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
野
津
田
公
園
の
上
の
原
広
場
西

側
の
平
地
（
通
称
「
上
の
原
は
ら

っ
ぱ
」
）
に
お
け
る
暫
定
駐
車
場

建
設
工
事
を
中
止
す
る
こ
と
を
求

め
る
請
願

◎
家
庭
系
「
生
ご
み
バ
イ
オ
ガ
ス

化
施
設
」
計
画
の
再
検
討
を
求
め

る
請
願

◎
町
田
市
議
会
議
員
の
定
数
削
減

を
求
め
る
請
願

◎
保
育
所
整
備
に
お
い
て
営
利
企

業
参
入
を
撤
回
す
る
よ
う
求
め
る

請
願

◎
新
し
い
ゴ
ミ
処
理
施
設
計
画

不　

採　

択

（
バ
イ
オ
化
施
設
）
の
再
検
討
を

要
求
し
、
小
山
田
地
域
へ
の
建
設

に
反
対
す
る
請
願

継 
続 
審 
査

委委
員員
会会
でで

附附
帯帯
決決
議議

　

文
教
社
会
常
任
委
員
会
で
は
、

付
託
さ
れ
た
案
件
の
う
ち
、
第
一

〇
五
号
議
案
「
町
田
市
学
童
保
育

ク
ラ
ブ
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
」
に
つ
い
て
原
案
を
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
、
採
決
終

了
後
に
下
記
の
附
帯
決
議
を
付
す

べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

記

　

第
一
〇
五
号
議
案
に
対
す
る

　

附
帯
決
議

　
一
、
特
別
加
算
額
の
設
定
に
つ
い

て
は
、
減
収
と
な
ら
な
い
よ
う
、

十
分
な
配
慮
を
さ
れ
た
い
。

　

本
会
議
の
結
果

　

一
二
月
二
一
日
の
本
会
議
に
お

い
て
、
第
一
〇
五
号
議
案
「
町
田

市
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
は
賛
成

多
数
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
四
年
第
三
回
定
例
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
市
長
か
ら
処
理
経
過
及
び
結
果

に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

「
町
田
市
庁
舎
跡
地
利
用
計

画
（
案
）
」
の
再
検
討
及
び

周
辺
の
都
市
整
備
計
画
策
定

を
求
め
る
請
願　
　

請
願
項
目
一

　

「
町
田
市
庁
舎
跡
地
利
用
計
画

（
案
）
」
の
う
ち
「
本
庁
舎
跡
地

へ
の
導
入
施
設
（
屋
根
付
き
イ
ベ

ン
ト
空
間
）
」
の
再
検
討
を
求
め

る
。

報
告
一

　

町
田
市
で
は
、
庁
舎
跡
地
の
活

用
方
法
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、

移
転
に
伴
い
影
響
の
出
る
近
隣
商

店
会
と
、
町
田
市
全
体
の
視
点
か

ら
ご
意
見
を
い
た
だ
け
る
よ
う
、

商
店
会
連
合
会
や
自
治
会
町
内
会

の
代
表
の
方
等
に
委
員
と
な
っ
て

い
た
だ
き
「
町
田
市
庁
舎
跡
地
等

検
討
委
員
会
」
（
以
下
、
検
討
委

員
会
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
検

討
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
検
討
に

あ
た
り
、
町
田
市
か
ら
は
、
来
庁

者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
、
市
民

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
、
市
民
討

議
会
（
市
、
青
年
会
議
所
の
協
働

事
業
）
な
ど
に
よ
り
広
く
お
聞
き

し
た
ご
意
見
等
を
資
料
に
し
て
、

逐
次
検
討
委
員
会
へ
提
供
い
た
し

ま
し
た
。

　

検
討
委
員
会
は
、
庁
舎
跡
地
活

用
の
基
本
的
理
念
を
「
新
た
な
賑

わ
い
の
創
出
」
と
し
、
基
本
的
理

念
に
基
づ
い
た
活
用
案
を
提
示
し

た
検
討
結
果
を
報
告
書
に
ま
と
め
、

市
長
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
。
町

田
市
で
は
、
そ
の
報
告
書
を
最
大

限
尊
重
し
、
活
用
計
画
案
を
「
町

田
市
庁
舎
跡
地
活
用
基
本
構
想

（
案
）」
と
し
て
作
成
の
う
え
、
二

〇
一
二
年
三
月
に
「
町
田
市
庁
舎

及
び
庁
舎
移
転
に
関
す
る
調
査
特

別
委
員
会
」
へ
報
告
し
ま
し
た
。

　

上
記
の
基
本
構
想
（
案
）
に
お

い
て
、
本
庁
舎
跡
地
の
利
用
案
の

名
称
は
「
屋
根
付
き
イ
ベ
ン
ト
空

間
」
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の

空
間
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
市

民
活
動
や
文
化
芸
術
活
動
を
括
性

化
で
き
る
ま
ち
を
目
指
す
こ
と
を

内
容
と
し
た
施
設
に
す
る
基
本
的

な
考
え
方
を
定
め
る
方
向
で
文
言

修
正
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

請
願
項
目
二

　

バ
ス
路
線
の
拡
幅
整
備
を
含
め

た
周
辺
都
市
整
備
計
画
の
策
定
を

求
め
る
。

報
告
二

　

請
願
者
の
意
見
陳
述
で
は
、
具

体
的
な
整
備
計
画
を
要
望
す
る
も

の
で
は
な
く
、
本
庁
舎
跡
地
周
辺

地
域
に
お
け
る
道
路
整
備
な
ど
の

都
市
基
盤
の
整
備
や
良
好
な
環
境

の
確
保
、
地
域
の
活
性
化
を
求
め

る
も
の
で
し
た
。

　

町
田
市
で
は
、
二
〇
一
一
年
一

二
月
に
公
表
し
た
ま
ち
だ
未
来
づ

く
リ
プ
ラ
ン
に
お
い
て
、
五
つ
の

未
来
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
設

定
し
、
そ
の
ひ
と
つ
に
「
町
田
駅

周
辺
の
魅
力
を
向
上
さ
せ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
を
掲
げ
ま
し
た
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
町

田
市
の
顔
と
な
る
町
田
駅
周
辺
の

魅
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
三
つ

の
重
点
検
討
地
区
を
設
定
し
、
交

通
結
節
点
と
し
て
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

機
能
の
強
化
、
新
た
な
賑
わ
い
の

創
出
、
誰
も
が
快
適
に
歩
く
こ
と

が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
戦
略
と

し
て
、
中
心
市
街
地
全
体
の
活
性

化
策
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
新
五
カ
年
計
画
に
お
い

て
は
、
基
本
目
標
Ⅲ
「
賑
わ
い
の

あ
る
ま
ち
を
つ
く
る
」
に
お
い
て
、

重
点
事
業
プ
ラ
ン
と
し
て
「
中
心

市
街
地
活
性
化
の
推
進
」
を
掲
げ
、

「
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
方
針
」

を
実
現
す
る
た
め
の
推
進
計
画
を

策
定
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

　

さ
ら
に
、
町
田
市
市
街
地
道
路

拡
幅
整
備
要
綱
に
基
づ
き
、
対
象

と
な
る
道
路
の
土
地
所
有
者
が
建

物
の
建
て
替
え
を
行
う
際
に
は
、

同
要
綱
に
基
づ
い
た
道
路
の
拡
幅

整
備
に
係
る
用
地
の
後
退
を
指
導

し
、
道
路
の
拡
幅
整
備
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

請
願
項
目
三

　

庁
舎
な
き
跡
の
、
地
元
商
店
会

の
振
興
策
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

報
告
三

　

請
願
者
の
意
見
陳
述
で
は
、
本

庁
舎
跡
地
周
辺
地
域
の
商
店
会
へ

の
支
援
を
求
め
る
も
の
で
し
た
が
、

具
体
的
な
要
望
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

こ
の
こ
と
を
受
け
、
町
田
市
で

は
、
地
元
商
店
会
へ
の
影
響
を
で

き
る
だ
け
少
な
く
す
る
た
め
に
、

速
や
か
に
旧
庁
舎
を
解
体
し
、
広

場
を
整
備
し
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を

開
催
し
、
周
辺
の
新
た
な
賑
わ
い

を
創
出
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
五
カ
年
計
画
に
お
い

て
は
、
基
本
目
標
Ⅲ
「
賑
わ
い
の

あ
る
ま
ち
を
つ
く
る
」
に
お
い
て
、

重
点
事
業
プ
ラ
ン
と
し
て
「
商
店

街
の
活
性
化
支
援
」
を
掲
げ
、
商

店
会
な
ど
が
実
施
す
る
イ
ベ
ン
ト

や
活
性
化
事
業
に
対
す
る
支
援
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

町
田
市
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ

ー
に
「
知
的
認
可
通
園
部
門

の
増
設
」
と
「
身
体
認
可
通

園
部
門
の
新
設
」
を
求
め
る

請
願　

請
願
項
目
一

　

町
田
市
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー

（
す
み
れ
教
室
）
の
知
的
認
可
通

園
部
門
を
増
設
し
て
く
だ
さ
い
。

報
告
一

　

親
子
通
園
部
門
及
び
相
談
部
門

の
利
用
者
数
は
年
々
増
加
す
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
が
、
増
設
に
向
け

て
は
、
施
設
の
老
朽
化
、
狭
隘
化

等
の
課
題
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

利
用
者
に
と
っ
て
は
、
児
童
福
祉

法
に
基
づ
く
事
業
へ
の
変
更
に
よ

る
費
用
負
担
の
発
生
や
「
障
が
い

の
受
容
」
と
い
う
側
面
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
充
実
に
向
け
て
は
そ
う

し
た
視
点
を
踏
ま
え
て
検
討
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

請
願
項
目
二

　

町
田
市
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー

の
身
体
認
可
通
園
部
門
を
新
設
し

て
く
だ
さ
い
。

報
告
二

　

新
設
に
向
け
て
は
、
有
資
格
者

の
配
置
や
療
育
室
の
面
積
要
件
な

ど
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
り
、
施

設
の
あ
り
方
を
は
じ
め
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

市
議
会
は
、
毎
年
三
月
、
六
月
、

九
月
、
一
二
月
の
四
回
開
か
れ
ま

す
。
こ
れ
を
定
例
会
と
い
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時

会
を
開
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

市
議
会
の
招
集
は
市
長
が
行
い

ま
す
。
ま
た
、
議
員
定
数
の
四
分

の
一
以
上
の
議
員
か
ら
招
集
の
請

求
が
あ
っ
た
場
合
や
、
議
長
が
議

会
運
営
委
員
会
の
議
決
を
経
て
招

集
の
請
求
を
し
た
場
合
に
、
市
長

は
臨
時
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

定
例
会
と
臨
時
会

会会

議議

のの

ああ
らら
まま
しし

　

本
会
議
は
全
議
員
で
構
成
し
、

議
員
定
数
の
半
数
以
上
の
出
席
で

成
立
し
ま
す
。
議
案
の
議
決
な
ど
、

議
会
の
意
思
を
決
定
す
る
重
要
な

会
議
で
す
。
会
議
の
期
間（
会
期
）

は
、
付
議
さ
れ
る
内
容
や
案
件
の

数
な
ど
を
考
慮
し
て
決
め
ま
す
。

本
会
議

　

市
議
会
に
提
出
さ
れ
る
議
案
や

請
願
な
ど
は
数
も
多
く
、
内
容
も

幅
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ら
を
慎
重
に
審
査
す
る
た

め
に
は
、
い
く
つ
か
の
部
門
に
分

け
、
専
門
的
に
調
査
・
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

議
会
に
は
、
本
会
議
の
ほ
か
に
内

部
審
査
機
関
と
し
て
委
員
会
が
設

け
ら
れ
、
実
質
的
な
審
査
は
各
委

員
会
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

委
員
会
に
は
、
常
設
の
常
任
委

員
会
と
議
会
運
営
委
員
会
、
必
要

に
応
じ
て
設
置
す
る
特
別
委
員
会

が
あ
り
ま
す
。 委

員
会

議
員
は
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
委

員
会
に
所
属
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。　

　

各
常
任
委
員
会
の
定
数
は
九
名

で
、
任
期
は
二
年
で
す
。

　

町
田
市
議
会
で
は
、
四
つ
の
常

任
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

　

政
策
経
営
部
、
総
務
部
、
財
務

部
、
経
済
観
光
部
、
会
計
課
、
選

挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、
農

業
委
員
会
、
他
の
委
員
会
に
属
さ

な
い
事
項

　

地
域
福
祉
部
、
い
き
い
き
健
康

部
、
町
田
市
民
病
院

　

市
民
部
、
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興

部
、
子
ど
も
生
活
部
、
教
育
委
員

会
　

環
境
資
源
部
、
建
設
部
、
都
市

づ
く
り
部
、
下
水
道
部

本会議場

　

議
会
運
営
委
員
会
は
、
議
会
運

　

特
別
委
員
会
は
、
市
民
生
活
上
、

あ
る
い
は
政
治
上
、
特
に
重
要
で

あ
っ
た
り
、
二
つ
以
上
の
常
任
委

員
会
の
所
管
に
ま
た
が
り
、
委
員

会
の
連
合
審
査
で
は
所
期
の
目
的

が
達
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
特
定
の

事
件
の
審
査
や
調
査
を
す
る
た
め
、

必
要
に
応
じ
て
議
会
の
議
決
に
よ

っ
て
設
置
さ
れ
ま
す
。

　

特
別
委
員
会
は
、
議
会
か
ら
付

託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
の
み
審

査
・
調
査
を
行
う
能
力
を
持
ち
、

審
査
・
調
査
が
終
了
す
れ
ば
消
滅

し
ま
す
。

特
別
委
員
会

　

町
田
市
議
会
に
は
、
法
外
委
員

会
と
し
て
災
害
対
策
委
員
会
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

災
害
が
発
生
し
た
時
、
市
が
実

施
す
る
災
害
応
急
対
策
に
積
極
的

に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
災
害
復

旧
を
早
急
に
行
わ
せ
、
市
民
の
生

命
、
財
産
の
保
全
に
努
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
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設
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議
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運
営
委
員
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法
外
委
員
会

各各
常常
任任
委委
員員
会会
のの
所所
管管
事事
項項

営
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、
会
期
、

提
出
議
案
、
採
決
順
序
等
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
協
議
決
定
し
ま
す
。


